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(57)【要約】
【課題】従来のコンテンツレコメンドシステムにおいて
は、レコメンド対象を特定するためにある程度量の視聴
履歴が必要となる、という課題がある。あるいはレコメ
ンドされるコンテンツの数が膨大となり、結局どれが有
意なレコメンドであるか分からなくなる、という課題も
ある。また、別の従来技術では視聴者が全く知らない新
しいコンテンツを取得することができない、という課題
がある。
【解決手段】以上の課題を解決するために、本発明では
、例えば再生中のコンテンツが終了シーンに到達した状
態で視聴者からさらに再生や早送りなどの操作を受付け
た場合に視聴者がその先など関連する新しいコンテンツ
をさらに見たがっていると想定する。そこで上記状況で
当該操作の受付けると、新しい関連コンテンツを検索す
るための検索キーとして再生中のコンテンツの識別情報
を出力する機能を備えるコンテンツ再生装置を提供する
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　再生すべきコンテンツを取得するコンテンツ取得部と、
　取得したコンテンツを再生する再生部と、
　早送りなどの特殊再生のための操作を受付ける特殊再生操作受付部と、
　特殊再生操作受付部にて受付けた操作が、再生部にて再生中のコンテンツの開始位置よ
りも前の位置に戻ろうとする操作である戻超過操作であるか判断する戻超過操作判断部と
、
　特殊再生操作受付部にて受付けた操作が、再生部にて再生中のコンテンツの終了位置よ
りも後の位置に進もうとする操作である進超過操作であるか判断する進超過操作判断部と
、
　超過操作判断部での判断結果が超過操作であるとの判断結果である場合には、視聴者に
対して提供すべき情報である提供情報の構成に利用する検索キーとして利用するために再
生中のコンテンツの識別情報を出力する識別情報出力部と、
　を有するコンテンツ再生装置。
【請求項２】
　前記識別情報出力部は、超過操作判断部での判断結果が超過操作であると判断された場
合に、その超過操作が戻超過操作であるか、進超過操作であるかを示す戻進超過操作種別
情報と、その超過操作に応じて識別情報取得部から出力する識別情報と、を関連付けて出
力する種別付識別情報出力手段をさらに有する請求項１に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のコンテンツ再生装置に対してコンテンツを出力するコンテン
ツ出力装置であって、
　前記コンテンツ再生装置のコンテンツ取得部にて取得可能なコンテンツの識別情報どう
しを関連付けた情報であるコンテンツ関連情報を保持する関連情報保持部と、
　前記コンテンツ再生装置の識別情報出力部からの出力を取得する出力識別情報取得部と
、
　出力識別情報取得部にて取得した識別情報であるキー識別情報を用いてこのキー識別情
報と関連付けられている識別情報である関連識別情報を関連情報保持部から取得する関連
識別情報取得部と、
　取得した関連識別情報を利用して提供情報を構成するとともに、構成した提供情報をそ
のキー識別情報を出力したコンテンツ再生装置に対して出力する出力部と、
　を有するコンテンツ出力装置。
【請求項４】
　関連情報保持部は、
　関連付けられている二つの識別情報が、一方の識別情報をキー識別情報として利用して
他方の識別情報を取得する際に、他方の識別情報が戻進超過操作種別情報との関係で選択
できるように識別情報と戻進超過操作種別情報とを関連付けて保持する戻進保持手段を有
する請求項３に記載のコンテンツ出力装置。
【請求項５】
　請求項２に記載のコンテンツ再生装置と、請求項３または４に記載のコンテンツ出力装
置と、からなるコンテンツ再生システム。
【請求項６】
　再生すべきコンテンツを取得するコンテンツ取得部と、
　所定の条件に基づいてまとめられた複数のコンテンツを時間順に並べたコンテンツリス
トを生成するコンテンツリスト生成部と、
　コンテンツリスト内のコンテンツを選択するためのカーソルなどの移動操作を受付ける
選択移動操作受付部と、
　選択移動操作受付部にて受付けた操作が、コンテンツリストの先頭のコンテンツよりも
前のコンテンツに移動しようとする操作である前超過移動操作であるか判断する前超過移
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動操作判断部と、
　選択移動操作受付部にて受付けた操作が、コンテンツリストの最後のコンテンツよりも
後ろのコンテンツに移動しようとする操作である後超過移動操作であるか判断する後超過
移動操作判断部と、
　超過移動操作判断部での判断結果が超過移動操作であるとの判断結果である場合には、
視聴者に対して提供すべき情報である提供情報の構成に利用する検索キーとして利用する
ために再生中のコンテンツの識別情報を出力する第二識別情報出力部と、
　を有するコンテンツ再生装置。
【請求項７】
　前記第二識別情報出力部は、超過移動操作判断部での判断結果が超過移動操作であると
判断された場合に、その超過移動操作が前超過移動操作であるか、後超過操作であるかを
示す前後超過移動操作種別情報と、その超過移動操作に応じて識別情報出力部から出力す
る識別情報と、を関連付けて出力する第二種別付識別情報出力手段をさらに有する請求項
６に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項８】
　請求項６または７に記載のコンテンツ再生装置に対してコンテンツを出力するコンテン
ツ出力装置であって、
　前記コンテンツ再生装置のコンテンツ取得部にて取得可能なコンテンツの識別情報どう
しを関連付けた情報であるコンテンツ関連情報を保持する関連情報保持部と、
　前記コンテンツ再生装置の第二識別情報出力部からの出力を取得する出力識別情報取得
部と、
　出力識別情報取得部にて取得した識別情報であるキー識別情報を用いてこのキー識別情
報と関連付けられている識別情報である関連識別情報を関連情報保持部から取得する関連
識別情報取得部と、
　取得した関連識別情報を利用して提供情報を構成するとともに、構成した提供情報をそ
のキー識別情報を出力したコンテンツ再生装置に対して出力する出力部と、
　を有するコンテンツ出力装置。
【請求項９】
　関連情報保持部は、
　関連付けられている二つの識別情報が、一方の識別情報をキー識別情報として利用して
他方の識別情報を取得する際に、他方の識別情報が前後超過移動操作種別情報との関係で
選択できるように識別情報と前後超過移動操作種別情報とを関連付けて保持する前後保持
手段を有する請求項８に記載のコンテンツ出力装置。
【請求項１０】
　請求項７に記載のコンテンツ再生装置と、請求項８または９に記載のコンテンツ出力装
置と、からなるコンテンツ再生システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツの再生操作に応じて視聴者に情報を提供する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、視聴者のコンテンツ視聴履歴などに応じてユーザの趣味嗜好を分析し、その趣味
嗜好に合致した新しいコンテンツの情報（タイトルや入手方法など）を視聴者に提供した
り、自動的に録画などしたりするコンテンツレコメンドシステムが提供されている。この
ようにして、視聴者は自身に好適でありながら所有していない新しいコンテンツを入手し
視聴することなどができる。また特許文献１には、視聴者が所有していないコンテンツで
も容易に視聴することができるよう、視聴者がレコーダに記録していない新しいコンテン
ツの再生要求を行った際には、外部のビデオオンデマンドサーバに問合せて当該コンテン
ツを取得し再生する動画表示システムが開示されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－１６５１８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記従来のコンテンツレコメンドシステムにおいては、ある程度量の視聴履歴
が必要となる、という課題がある。つまり、例えばある映画の第一作目を見ただけでは第
二作目に関する情報を入手することができない。もちろん、システム設計上１回の視聴履
歴を利用して関連する新しいコンテンツの情報を視聴者に提供するよう構成することもで
きる。しかし、その場合レコメンドされるコンテンツの数が膨大となり、結局どれが有意
なレコメンドであるか分からなくなる、という別の課題が生じてしまう。
【０００５】
　また特許文献１の動画表示システムにおいては、外部のビデオオンデマンドサーバから
新しいコンテンツを取得するためには、その発明構成上、視聴者が当該新しいコンテンツ
を認識した上でそれを指定して再生要求操作を行う必要がある、という課題がある。した
がって、特許文献１の技術では、視聴者が全く知らない新しいコンテンツを取得すること
ができないことになる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　以上の課題を解決するために、本発明では、例えば再生中のコンテンツが終了シーンに
到達した状態で視聴者からさらに再生や早送りなどの操作を受付けた場合に視聴者がその
先など関連する新しいコンテンツをさらに見たがっていると想定する。そこで上記状況で
当該操作の受付けると、新しい関連コンテンツを検索するための検索キーとして再生中の
コンテンツの識別情報を出力する機能を備えるコンテンツ再生装置を提供する。
【０００７】
　具体的には、再生すべきコンテンツを取得するコンテンツ取得部と、取得したコンテン
ツを再生する再生部と、早送りなどの特殊再生のための操作を受付ける特殊再生操作受付
部と、特殊再生操作受付部にて受付けた操作が、再生部にて再生中のコンテンツの開始位
置よりも前の位置に戻ろうとする操作である戻超過操作であるか判断する戻超過操作判断
部と、特殊再生操作受付部にて受付けた操作が、再生部にて再生中のコンテンツの終了位
置よりも後の位置に進もうとする操作である進超過操作であるか判断する進超過操作判断
部と、超過操作判断部での判断結果が超過操作であるとの判断結果である場合には、視聴
者に対して提供すべき情報である提供情報の構成に利用する検索キーとして利用するため
に再生中のコンテンツの識別情報を出力する識別情報出力部と、を有するコンテンツ再生
装置を提供する。また、上記構成に加えて、前記識別情報出力部が、超過操作判断部での
判断結果が超過操作であると判断された場合に、その超過操作が戻超過操作であるか、進
超過操作であるかを示す戻進超過操作種別情報と、その超過操作に応じて識別情報取得部
から出力する識別情報と、を関連付けて出力する種別付識別情報出力手段をさらに有する
コンテンツ再生装置も提供する。
【０００８】
　また、例えばシリーズ物の映画同士、あるいは同一監督や同一主演者の映画同士という
具合に関連のあるコンテンツ同士の識別情報を関連付けたデータベースを保持することで
、上記コンテンツ再生装置で取得された識別情報を利用して関連するコンテンツを特定し
、そのコンテンツに関する情報をコンテンツ再生装置に対して出力する機能を備えるコン
テンツ出力装置も提供する。
【０００９】
　具体的には、上記構成を備えるコンテンツ再生装置に対してコンテンツを出力するコン
テンツ出力装置であって、前記コンテンツ再生装置のコンテンツ取得部にて取得可能なコ
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ンテンツの識別情報どうしを関連付けた情報であるコンテンツ関連情報を保持する関連情
報保持部と、前記コンテンツ再生装置の識別情報出力部からの出力を取得する出力識別情
報取得部と、出力識別情報取得部にて取得した識別情報であるキー識別情報を用いてこの
キー識別情報と関連付けられている識別情報である関連識別情報を関連情報保持部から取
得する関連識別情報取得部と、取得した関連識別情報を利用して提供情報を構成するとと
もに、構成した提供情報をそのキー識別情報を出力したコンテンツ再生装置に対して出力
する出力部と、を有するコンテンツ出力装置を提供する。また、上記構成に加えて、関連
情報保持部が、関連付けられている二つの識別情報が、一方の識別情報をキー識別情報と
して利用して他方の識別情報を取得する際に、他方の識別情報が戻進超過操作種別情報と
の関係で選択できるように識別情報と戻進超過操作種別情報とを関連付けて保持する戻進
保持手段を有するコンテンツ出力装置も提供する。また、上記構成のコンテンツ再生装置
と、上記構成のコンテンツ装置と、からなるコンテンツ再生システムも提供する。
【００１０】
　また、上記のような再生中のコンテンツに対する早送りなどの操作ではなく、コンテン
ツリストを利用した再生コンテンツの選択操作に関して、例えば時間順に並べられたコン
テンツリストの先頭のコンテンツのさらに前のコンテンツを選択するためのカーソル移動
操作を受付けた場合に、上記同様に視聴者がその先など関連する新しいコンテンツをさら
に見たがっていると想定する。そこで上記状況で当該操作の受付けると、新しい関連コン
テンツを検索するための検索キーとして再生中のコンテンツの識別情報を取得する機能を
備えるコンテンツ再生装置も提供する。
【００１１】
　具体的には、再生すべきコンテンツを取得するコンテンツ取得部と、所定の条件に基づ
いてまとめられた複数のコンテンツを時間順に並べたコンテンツリストを生成するコンテ
ンツリスト生成部と、コンテンツリスト内のコンテンツを選択するためのカーソルなどの
移動操作を受付ける選択移動操作受付部と、選択移動操作受付部にて受付けた操作が、コ
ンテンツリストの先頭のコンテンツよりも前のコンテンツに移動しようとする操作である
前超過移動操作であるか判断する前超過移動操作判断部と、選択移動操作受付部にて受付
けた操作が、コンテンツリストの最後のコンテンツよりも後ろのコンテンツに移動しよう
とする操作である後超過移動操作であるか判断する後超過移動操作判断部と、超過移動操
作判断部での判断結果が超過移動操作であるとの判断結果である場合には、視聴者に対し
て提供すべき情報である提供情報の構成に利用する検索キーとして利用するために再生中
のコンテンツの識別情報を出力する第二識別情報出力部と、を有するコンテンツ再生装置
を提供する。また、上記構成に加えて、前記第二識別情報出力部が、超過移動操作判断部
での判断結果が超過移動操作であると判断された場合に、その超過移動操作が前超過移動
操作であるか、後超過操作であるかを示す前後超過移動操作種別情報と、その超過移動操
作に応じて識別情報取得部から出力する識別情報と、を関連付けて出力する第二種別付識
別情報出力手段をさらに有するコンテンツ再生装置も提供する。
【００１２】
　また、例えばシリーズ物の映画同士など関連のあるコンテンツ同士の識別情報を関連付
けたデータベースを保持することで、上記コンテンツ再生装置で取得された識別情報を利
用して関連するコンテンツを特定し、そのコンテンツに関する情報をコンテンツ再生装置
に対して出力するため、上記同様の構成を備えるコンテンツ出力装置も提供する。また、
上記構成のコンテンツ再生装置と、上記構成のコンテンツ装置と、からなるコンテンツ再
生システムも提供する。
【発明の効果】
【００１３】
　以上のような構成をとる本発明によって、ある程度量の視聴履歴を利用しなくとも、視
聴者は１回のコンテンツ視聴によってそのコンテンツに関連する新しい動画の情報を入手
することができる。また、例えばコンテンツ終了位置での早送り操作入力などが必要とな
るため、レコメンドされるコンテンツの数が膨大となることも無い。また視聴者は一のコ
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ンテンツを再生しそこで上記操作を行うことで、全く知らない新しいコンテンツに関する
情報を入手することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施例１のコンテンツ再生装置を利用したコンテンツレコメンドの一例を説明す
るための概念図
【図２】実施例１のコンテンツ再生装置における機能ブロックの一例を表す図
【図３】実施例１のコンテンツ再生装置における戻超過操作の一例を説明するための概念
図
【図４】実施例１のコンテンツ再生装置におけるハードウェア構成の一例を表す図
【図５】実施例１のコンテンツ再生装置における処理の流れの一例を表すフローチャート
【図６】実施例２のコンテンツ出力装置におけるコンテンツ再生装置への提供情報の出力
処理の一例を説明するための概念図
【図７】実施例２のコンテンツ再生装置における機能ブロックの一例を表す図
【図８】実施例２のコンテンツ再生装置の関連情報保持部における関連情報の保持態様の
一例を説明するための概念図
【図９】実施例２のコンテンツ再生装置における処理の流れの一例を表すフローチャート
【図１０】実施例３のコンテンツ再生装置を利用したコンテンツレコメンドの一例を説明
するための概念図
【図１１】実施例３のコンテンツ再生装置における機能ブロックの一例を表す図
【図１２】実施例３のコンテンツ再生装置における超過移動操作の判断の一例を表す図
【図１３】実施例３のコンテンツ再生装置における処理の流れの一例を表すフローチャー
ト
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に、図を用いて本発明の実施の形態を説明する。なお、本発明はこれら実施の形態
に何ら限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において、種々なる態様で実
施しうる。なお、実施例１は、主に請求項１，２について説明する。また、実施例２は、
主に請求項３，４，５について説明する。また、実施例３は、主に請求項６から１０につ
いて説明する。
【００１６】
　≪実施例１≫
　　<概要>
　図１は、本実施例のコンテンツ再生装置を利用したコンテンツレコメンドの一例を説明
するための概念図である。この図１（ａ）にあるように、本実施例のコンテンツ再生装置
にて映画「ユリシーズ１」が再生されている。そして「ユリシーズ１」の最後のシーン（
フレーム）の再生が終わって例えば一時停止状態となっているときに、図１（ｂ）に示す
ように視聴者からの「早送りボタン」などの操作入力を受付ける。すると、本実施例のコ
ンテンツ再生装置は「視聴者がこの続きをさらに見たがっている」と想定し、図１（ｃ）
に示すように、このコンテンツの識別情報、例えばタイトル名や監督名などを取得する。
そして取得した識別情報を検索キーとして検索リクエストを出力し、図１（ｄ）に示すよ
うに、そのリクエストに応じて返信された例えば同じタイトル名を含む新しいコンテンツ
「ユリシーズ２」に関する情報を表示したり再生したりする、という具合である。
【００１７】
　このようにして、視聴者は「ユリシーズ１」を視聴し、その再生終了時に早送りなどの
操作入力をすることで、その再生コンテンツに関連する新しいコンテンツに関する情報を
取得したり視聴したりすることができる。
【００１８】
　　<機能的構成>
　図２は、本実施例のコンテンツ再生装置における機能ブロックの一例を表す図である。
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なお、以下に記載する各装置やシステムの機能ブロックは、ハードウェア及びソフトウェ
アの組み合わせとして実現され得る。具体的には、コンピュータを利用するものであれば
、ＣＰＵや主メモリ、バス、あるいは二次記憶装置（ハードディスクや不揮発性メモリ、
ＣＤやＤＶＤなどの記憶メディアとそれらメディアの読取ドライブなど）、情報入力に利
用されるユーザ入力デバイス、印刷機器や表示装置、その他の外部周辺装置などのハード
ウェア構成部、またその外部周辺装置用のインターフェース、通信用インターフェース、
それらハードウェアを制御するためのドライバプログラムやその他アプリケーションプロ
グラム、ユーザ・インターフェース用アプリケーションなどが挙げられる。そして主メモ
リ上に展開したプログラムに従ったＣＰＵの演算処理によって、入力デバイスやその他イ
ンターフェースなどから入力され、メモリやハードディスク上に保持されているデータな
どが加工、蓄積されたり、上記各ハードウェアやソフトウェアを制御するための命令が生
成されたりする。
【００１９】
　あるいは各装置やシステムの機能ブロックは専用ハードウェアによって実現されてもよ
い。また、この発明は装置やシステムとして実現できるのみでなく、方法としても実現可
能である。また、このような発明の一部をソフトウェアとして構成することができる。さ
らに、そのようなソフトウェアをコンピュータに実行させるために用いるソフトウェア製
品、及び同製品を固定した記録媒体も、当然にこの発明の技術的な範囲に含まれる（本明
細書の全体を通じて同様である）。
【００２０】
　そしてこの図２にあるように、本実施例の「コンテンツ再生装置」（０２００）は、「
コンテンツ取得部」（０２０１）と、「再生部」（０２０２）と、「特殊再生操作受付部
」（０２０３）と、「戻超過操作判断部」（０２０４）と、「進超過操作判断部」（０２
０５）と、「識別情報出力部」（０２０６）と、からなる。
【００２１】
　「コンテンツ取得部」（０２０１）は、再生すべきコンテンツを取得する機能を有し、
例えば、放送受信チューナや各種情報記録媒体の読取ドライブ、外部機器との情報入出力
ポート、そしてＣＰＵや主メモリ、コンテンツ取得プログラムなどによって実現すること
ができる。なお、このコンテンツ取得部におけるコンテンツ取得の形態は特に限定せず、
例えば放送波に変調された放送番組コンテンツを放送受信チューナにて受信し、それを復
調し復号化することで生成したコンテンツデータを主メモリに格納することで取得する形
態が挙げられる。また内蔵のハードディスク、あるいは外付けの可搬型フラッシュメモリ
や光学記録ディスクなどに記録されたコンテンツデータを対応読取ドライブにて読取り、
復号化して生成したコンテンツデータを取得する形態や、外部の再生装置やサーバ装置な
どの外部機器から情報入出力ポートを介して受信したデータを復号化し成したコンテンツ
データを取得する形態なども挙げられる。
【００２２】
　また、本発明におけるコンテンツも特に限定されず、上記例にある映画などの動画コン
テンツのほか、静止画コンテンツ、テキストコンテンツ、音声／音楽コンテンツなどが挙
げられ、その取得形態もそのコンテンツの種類に合せたものであれば良い。
【００２３】
　「再生部」（０２０２）は、取得したコンテンツを再生する機能を有し、ＣＰＵや主メ
モリ、再生プログラム、またコンテンツの種別に合せて映像処理回路などを含むディスプ
レイ装置や音声処理回路などを含むスピーカ装置などで実現することができる。具体的に
は、取得したコンテンツが動画や静止画、テキストなど表示系コンテンツであれば、映像
処理回路を介してＶＲＡＭにコンテンツの描画データを転送し、ディスプレイに当該コン
テンツを表示する。また音声系コンテンツであれば音声処理回路を介してスピーカから当
該コンテンツを音声出力する、という具合である。
【００２４】
　そして本実施例のコンテンツ再生装置では、上記のように取得、再生されるコンテンツ
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に対して視聴者から入力された操作を利用して、視聴者がコンテンツの続きなどを見たが
っている（聞きたがっている）と想定されるか否かを判断することを特徴とする。
【００２５】
　「特殊再生操作受付部」（０２０３）は、早送りなどの特殊再生のための操作を受付け
る機能を有し、例えばＣＰＵや主メモリ、リモコン装置や操作パネル、あるいはマウスや
キーボードなどのユーザ入力デバイス、特殊再生操作受付プログラムなどによって実現す
ることができる。なお「特殊再生のための操作」とは、上記のように早送りや巻き戻し操
作が挙げられる。また早送りや巻き戻し操作は、その送り／戻し間隔が３０フレームスキ
ップや１０秒スキップといった一定間隔であるスキップ操作のほかに、例えばコンテンツ
がチャプター（章）や再生ポイントなど不定間隔で分割されていれば、その分割点にスキ
ップするチャプタースキップなどの操作も挙げられる。そして、本実施例のコンテンツ再
生装置では以下の構成によって、例えばコンテンツの最後のフレームが再生された後に、
さらに早送りなどの特殊再生操作を受付けた場合などに、視聴者がコンテンツの続きなど
を見たがっている（聞きたがっている）と想定されるか否かを判断することを特徴とする
。
【００２６】
　「戻超過操作判断部」（０２０４）は、特殊再生操作受付部にて受付けた操作が、戻超
過操作であるか判断する機能を有し、例えばＣＰＵや主メモリ、戻超過操作判断プログラ
ムなどによって実現することができる。また、「戻超過操作」とは、再生部にて再生中の
コンテンツの開始位置よりも前の位置に戻ろうとする操作をいう。具体的には、例えばコ
ンテンツが動画であれば、図３（ａ）に示すように、（巻き戻しのできない）最初のフレ
ームが再生表示中であるにも関わらず、そこからさらに巻き戻しを指示する操作が挙げら
れる。またコンテンツがテキストの電子ブックであれば、図３（ｂ）に示すように、最初
の１ページ目を表示中であるにも関わらず、そこからさらに前のページの表示を指示する
めくり操作が挙げられる。そして戻超過操作判断部では、例えばある操作入力を受付ける
と、その操作入力に応じて実行された処理結果を示す情報を取得するよう構成する。そし
て、その取得した情報によって、「巻き戻し操作で（コンテンツの再生位置が開始位置で
あったために）フレームの巻き戻を実行することができなかった」、あるいは「前のチャ
プターへのスキップ操作で現在の再生位置と同じ再生位置までしかスキップできなかった
」との処理内容が示された場合、戻超過操作と判断する、という具合である。もちろん、
この判断処理は一例であって、例えば現在の再生位置と受付けた操作内容を示す情報を取
得し、現在の再生位置が「コンテンツの開始位置」であり、操作内容が「巻き戻し操作」
や「前のチャプターへのスキップ操作」であれば戻超過操作と判断するなどの処理であっ
ても良い。
【００２７】
　「進超過操作判断部」（０２０５）は、特殊再生操作受付部にて受付けた操作が、進超
過操作であるか判断する機能を有し、例えばＣＰＵや主メモリ、進超過操作判断プログラ
ムなどによって実現することができる。また「進超過操作」とは、再生部にて再生中のコ
ンテンツの終了位置よりも後の位置に進もうとする操作をいう。具体的には、上記戻超過
操作とは逆に、例えばコンテンツが動画であれば、最後のフレームが再生表示中であるに
も関わらず、そこからさらに早送りを指示する操作などが挙げられる。また、コンテンツ
が放送番組の録画コンテンツであって、さらに複数の番組に跨って一つのコンテンツファ
イルとして録画されたコンテンツであった場合、ファイル単位ではなく番組単位で一つの
コンテンツとして処理すると良い。具体的には電子番組表やコンテンツファイルのヘッダ
データなどを参照して番組の切れ目を判断し、コンテンツファイルとしては途中位置であ
っても番組コンテンツとしては開始／終了位置である点を判断し、その位置を基準に戻超
過操作や進超過操作であるか判断する、という具合である。
【００２８】
　そして、本実施例のコンテンツ再生装置では、コンテンツの開始位置の前や終了位置の
後のように本来再生されるはずのない再生位置を指定する戻超過操作や進超過操作の入力
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に対して、視聴者が例えば再生中のコンテンツのさらに前や後、つまり当該コンテンツの
前作や続編などの再生を視聴者が希望しているものと想定し、以下の処理を実行すること
を特徴とする。
【００２９】
　「識別情報出力部」（０２０６）は、超過操作判断部での判断結果が超過操作であると
の判断結果である場合には、提供情報の構成に利用する検索キーとして利用するために再
生中のコンテンツの識別情報を出力する機能を有し、例えばＣＰＵや主メモリ、識別情報
出力プログラムなどによって実現することができる。なお「提供情報」とは、視聴者に対
して提供すべき情報をいい、視聴者がコンテンツに関する事項を知ることができるような
情報であればその内容についてはここでは特に限定しない。一例としては、（戻超過操作
などの対象となったコンテンツに関連する別の）コンテンツのタイトルや作者名、映画な
どであれば主演俳優／女優名、あるいはコンテンツそのものなどが挙げられる。そして、
提供情報がタイトルなどの情報であれば、本実施例のコンテンツ再生装置はそれを取得し
ディスプレイ上に表示することで、視聴者に対して戻超過操作などの対象となったコンテ
ンツの例えば次回作のタイトルなどを知らせることができる。あるいは取得した提供情報
が（戻超過操作の対象となったコンテンツに関連する別の）コンテンツそのものであれば
、現在再生中のコンテンツに続けて再生などすると良い。
【００３０】
　また、ここで視聴者に情報提供されるコンテンツの検索キーとなる「識別情報」も特に
は限定せず、例えば（戻超過操作などの対象となったコンテンツの）タイトルや作者名、
主演俳優／女優名、あるいはユニークに割り当てられた数字・文字列などが挙げられる。
そして、このように取得した識別情報を含む検索リクエストを、例えば実施例２で後述す
るようなシリーズ物のコンテンツ同士などを関連付けたデータベースを備えるコンテンツ
出力装置に対して行う。そしてコンテンツ出力装置では、識別情報を利用してデータベー
スを検索し、例えば同じシリーズの別作品などのタイトルやコンテンツそのものを特定し
、レスポンスとして返信する、という具合である。
　なお、ここで出力される識別情報の取得タイミングについては特に限定しない。例えば
再生部でのコンテンツ再生時にその再生中のコンテンツの識別情報を取得し、超過操作の
受付に応じてその予め取得した識別情報を取得する構成としても良い。あるいは、超過操
作が受付けられたとの判断結果がなされたタイミングで再生中のコンテンツの識別情報を
取得し出力する構成としても良い。
【００３１】
　また本実施例のコンテンツ再生装置では、戻超過操作と進超過操作を区別せず、これら
操作入力がなされた際に識別情報を実施例２で後述するコンテンツ出力装置に検索リクエ
ストとして出力するよう構成しても良い。あるいは、両操作を区別して識別情報を検索リ
クエストとして出力することで、例えば戻超過操作であれば当該コンテンツの前作など時
間的に前に製作されたコンテンツが検索され、進超過操作であれば当該コンテンツの次回
作など時間的に後に製作されたコンテンツが検索されるよう構成しても良い。
【００３２】
　具体的には、この識別情報出力部が、図示しない「種別付識別情報出力手段」を有する
と良い。そして、この「種別付識別情報出力手段」は、超過操作判断部での判断結果が超
過操作であると判断された場合に、その超過操作が戻超過操作であるか、進超過操作であ
るかを示す戻進超過操作種別情報と、その超過操作に応じて識別情報取得部から出力する
識別情報と、を関連付けて出力する機能を有することを特徴とする。
【００３３】
　なお、識別情報を検索キーとする提供情報の検索および出力、あるいは上記戻進超過操
作種別情報が関連付けられた識別情報を検索キーとする提供情報の検索および出力につい
ては、実施例２にて詳述する。
【００３４】
　以上のように、本実施例のコンテンツ再生装置によって、コンテンツに対して戻超過操
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作または進超過操作が入力されたことを受けて、当該コンテンツの例えば前作や次回作な
ど関連する別のコンテンツを検索するための検索キーとなる識別情報を出力することがで
きる。そして、その識別情報を含む検索リクエストを実行しそのレスポンスを取得するこ
とで、本実施例のコンテンツ再生装置は、一のコンテンツの再生及び戻超過操作／進超過
操作に応じて視聴者に新しい別のコンテンツに関する情報を提供することができる。
【００３５】
　　<ハードウェア構成>
　図４は、上記機能的な各構成要件をハードウェアとして実現した際の、コンテンツ再生
装置における構成の一例を表す概略図である。この図を利用して識別情報の取得処理にお
けるそれぞれのハードウェア構成部の働きについて説明する。
【００３６】
　この図にあるように、コンテンツ再生装置は、戻超過操作判断部、進超過操作判断部お
よび識別情報出力部を実現し、またその他の各種演算処理を実行するための「ＣＰＵ」（
０４０１）と、「主メモリ」（０４０２）と、を備えている。また、特殊再生操作受付部
である「ユーザ入力デバイス」（０４０３）、再生部である「映像処理回路」（０４０４
）や「ディスプレイ」（０４０５）、あるいは「スピーカ」（０４０６）、コンテンツ取
得部を実現する「ＨＤＤ」（０４０７）を備えている。また、コンテンツ取得部として図
示しない「受信チューナ」、「（記録媒体の）読取ドライブ」、「外部機器接続ポート」
などを備えていてもよい。そしてそれらが「システムバス」などのデータ通信経路によっ
て相互に接続され、情報の送受信や処理を行う。
【００３７】
　また、「主メモリ」にはプログラムが読み出され、「ＣＰＵ」は読み出された当該プロ
グラムを参照し、プログラムで示される手順に従い各種演算処理を実行する。また、この
「主メモリ」や「ＨＤＤ」にはそれぞれ複数のアドレスが割り当てられており、「ＣＰＵ
」の演算処理においては、そのアドレスを特定して格納されているデータにアクセスし、
データを用いた演算処理を行うことが可能になっている。
【００３８】
　ここで、まず、例えば「ＨＤＤ」内に記録されている録画番組コンテンツをサムネイル
リスト化した録画リストが「ディスプレイ」上に表示され、その録画リストを利用して「
ユーザ入力デバイス」の決定操作で選択されたコンテンツＩＤが「主メモリ」に格納され
る。すると「ＣＰＵ」はコンテンツ取得プログラムを解釈し、その解釈結果にしたがって
「ＨＤＤ」から指定されたコンテンツデータを読み出す。つづいて「ＣＰＵ」は再生プロ
グラムを解釈し、その解釈結果にしたがって読み出したコンテンツデータを図示しない「
デコーダ」に出力し復号化処理を実行する。そして復号化されたコンテンツデータを「映
像処理回路」に出力し、画質調整やＶＲＡＭへの転送などの各種処理を経て、当該録画番
組コンテンツを「ディスプレイ」に表示する。
【００３９】
　その後、当該録画番組コンテンツの最終フレームを「映像処理回路」に出力し「ディス
プレイ」に表示させると、「ＣＰＵ」は当該再生処理を一定時間停止し、所定時間経過後
にその他の処理（再生処理を終了し録画リストを再表示する処理など）を行う。そして、
このように再生処理が一時停止されている状態（コンテンツの再生位置がコンテンツの終
了位置にある状態）で、「ユーザ入力デバイス」を介して「早送り」や「次のチャプター
へのスキップ」などの操作入力がなされると、当該操作処理を実行することができないこ
とになる。そこで「ＣＰＵ」は戻超過操作判断プログラム及び進超過操作判断プログラム
を解釈し、その解釈結果にしたがって、例えば上記状態で操作入力を受付けた際にはその
操作処理の結果を示す情報を取得する。そして、取得した情報によって「操作処理が正確
に実行できなかった」ことが示されていると判断された場合、進超過操作が入力されたと
の判断結果を「ＣＰＵ」は出力する。あるいはコンテンツ再生位置が開始位置にある状態
でも同様にして戻超過操作が入力されたか否かの判断を行う。
【００４０】
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　そして、このように超過操作が入力されたとの判断結果が出力されると、それをトリガ
ーとして「ＣＰＵ」は識別情報出力プログラムを解釈し、その解釈結果にしたがって例え
ばコンテンツのヘッダ情報やコンテンツの各種識別情報をリスト化したデータなどを参照
して、そのタイトルなどの識別情報を取得する。なお、この識別情報の取得はコンテンツ
の再生時などに予め実行されていても良い。そして、この際に超過操作が戻超過操作か進
超過操作かを示す情報を生成し、取得した識別情報に関連付けるよう構成しても良い。そ
して取得した識別情報を、例えば図示しない「インターネット出力回路」などから後述す
る構成を備えるコンテンツ出力装置に対して出力する、という具合である。
【００４１】
　このように本実施例のコンテンツ再生装置は、コンテンツに対して戻超過操作または進
超過操作が入力されたことを受けて、当該コンテンツに関連する別のコンテンツを検索す
るための検索キーとなる識別情報を取得し、その識別情報を含む検索リクエストを実行す
ることができる。
【００４２】
　　<処理の流れ>
　図５は、本実施例のコンテンツ再生装置における処理の流れの一例を表すフローチャー
トである。なお、以下に示すステップは、上記のような計算機の各ハードウェア構成によ
って実行されるステップであっても良いし、媒体に記録され計算機を制御するためのプロ
グラムを構成する処理ステップであっても構わない。この図にあるように、まず、再生す
べきコンテンツを取得し（ステップＳ０５０１）、取得したコンテンツを再生する（ステ
ップＳ０５０２）。そして、その再生実行時に早送りなどの特殊再生のための操作を受付
ける（ステップＳ０５０３）と、ステップＳ０５０３にて受付けた操作が戻超過操作であ
るか判断する（ステップＳ０５０４）。あるいは、当該操作が進超過操作であるか判断す
る（ステップＳ０５０５）。そして、ステップＳ０５０４またはＳ０５０５での判断結果
が超過操作であるとの判断結果である場合には、視聴者に対して提供すべき情報である提
供情報の構成に利用する検索キーとして利用するために再生中のコンテンツの識別情報を
出力する（ステップＳ０５０６）。そして、出力した識別情報を含む検索リクエストを実
行し、その検索のレスポンスとして返信され取得した別のコンテンツの情報を表示したり
別のコンテンツそのものを再生したりする。
　なお前述の通り、ステップＳ０５０６で出力される識別情報の取得タイミングについて
は特に限定しない。例えばステップＳ０５０２でのコンテンツ再生時にその再生中のコン
テンツの識別情報を取得しても良いし、ステップＳ０５０４やＳ０５０５での判断結果に
応じてその識別情報を取得しても良い。
【００４３】
　　<効果の簡単な説明>
　以上のように本実施例のコンテンツ再生装置によって、コンテンツに対して戻超過操作
または進超過操作が入力されたことを受けて、当該コンテンツの例えば前作や次回作など
関連する別のコンテンツを検索するための検索キーとなる識別情報を出力することができ
る。そして、その識別情報を含む検索リクエストを実行し、そのレスポンスを取得するこ
とで、本実施例のコンテンツ再生装置は、一のコンテンツの再生及び戻超過操作／進超過
操作に応じて視聴者に新しい別のコンテンツに関する情報を提供することができる。
【００４４】
　≪実施例２≫
　　<概要>
　図６は、本実施例のコンテンツ出力装置におけるコンテンツ再生装置への提供情報の出
力処理の一例を説明するための概念図である。この図６（ａ）にあるように、上記コンテ
ンツ再生装置にて出力され、検索リクエストとして送信されてきた識別情報「ユリシーズ
１」を受信する。すると、コンテンツ出力装置は、その「ユリシーズ１」を検索キーとし
て自身のデータベースを検索する。ここで図６（ｂ）に示すように、このデータベースに
は例えばシリーズものである映画のタイトル同士など関連付けられており、それによって
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「ユリシーズ１」の続編である「ユリシーズ２」の識別情報が取得される。そして、本実
施例のコンテンツ出力装置は、このようにして取得したタイトル名などのコンテンツの識
別情報やコンテンツデータそのものを提供情報としてコンテンツ再生装置に返信出力する
、という具合である。
【００４５】
　　<機能的構成>
　図７は、本実施例のコンテンツ出力装置における機能ブロックの一例を表す図である。
なお、本実施例の「コンテンツ出力装置」は、上記実施例のコンテンツ再生装置に対して
コンテンツを出力する機能を有するが、このコンテンツ出力装置とコンテンツ再生装置は
、組み合わさることでコンテンツ再生システムを構成しても良い。また両装置間のコンテ
ンツを含む情報の送受信の形態はさまざまであって良い。例えば上記コンテンツ再生装置
と本実施例のコンテンツ出力装置が電子通信網を介して接続され情報を送受信するよう構
成しても良いし、両装置ともに一つの装置内に組み込まれて、システムバスなどを介して
内部的に接続されて情報を送受信するように構成しても良い。そして、この図７にあるよ
うに、本実施例の「コンテンツ出力装置」（０７００）は、「関連情報保持部」（０７０
１）と、「出力識別情報取得部」（０７０２）と、「関連識別情報取得部」（０７０３）
と、「出力部」（０７０４）と、からなる。
【００４６】
　「関連情報保持部」（０７０１）は、コンテンツ関連情報を保持する機能を有し、例え
ばフラッシュメモリやＨＤＤなどの各種の記録保持装置によって実現することができる。
また、「コンテンツ関連情報」とは、前記コンテンツ再生装置のコンテンツ取得部にて取
得可能なコンテンツの識別情報どうしを関連付けた情報をいい、例えば図８（ａ）に示す
ように、同一シリーズの各タイトル同士や連続ドラマなどの各話タイトル同士などを関連
付けた情報が挙げられる。あるいは全く異なる作品同士であっても、図８（ｂ）に示すよ
うに、例えば同一監督による作品同士や同一主演者による作品同士の識別情報が関連付け
られていても良い。もちろん、関連付けられている識別情報は上記図に示すようなタイト
ルや監督名など以外に、例えばユニークに割り当てられた文字列で構成された識別情報な
どであっても良い。そして、このコンテンツ関連情報を参照することで、コンテンツ再生
装置から取得した識別情報に関連付けられた（別のコンテンツの）識別情報を特定するこ
とができる。
【００４７】
　「出力識別情報取得部」（０７０２）は、上記実施例のコンテンツ再生装置の識別情報
出力部からの出力を取得する機能を有し、例えばＣＰＵや主メモリ、外部機器との情報入
出力ポートや内部機器とのシステムバス接続ポート、そして出力識別情報取得プログラム
などによって実現することができる。具体的に出力識別情報取得部では、例えばインター
ネットなどの電子通信網を介してコンテンツ再生装置から識別情報を取得しても良いし、
コンテンツ再生装置とコンテンツ出力装置が一つの装置内に組み込まれているのであれば
、システムバスなどを介して識別情報を取得しても良い。
【００４８】
　「関連識別情報取得部」（０７０３）は、出力識別情報取得部にて取得した識別情報で
あるキー識別情報を用いてこのキー識別情報と関連付けられている識別情報である関連識
別情報を関連情報保持部から取得する機能を有し、例えば、ＣＰＵや主メモリ、関連識別
情報取得プログラムなどによって実現することができる。具体的には、図８に示すような
テーブルデータを参照し、例えば「ユリシーズ２」の識別情報が取得された場合、それを
キーとして関連付けられている「ユリシーズ３」の関連識別情報を取得する、という具合
である。
【００４９】
　また、例えば「ユリシーズ２」を再生中に受付けた操作が戻超過操作である場合はその
前作である「ユリシーズ１」が取得され、一方、進超過操作である場合にはその次回作で
ある「ユリシーズ３」が取得されるよう構成しても良い。このように構成することで、例
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えばユーザの操作感（前に戻したか先に進めたか）とレコメンドする作品の時間的な前後
関係などを対応させることができる。具体的には、関連情報保持部が、図示しない「戻進
保持手段」を有すると良い。「戻進保持手段」は、関連付けられている二つの識別情報が
、一方の識別情報をキー識別情報として利用して他方の識別情報を取得する際に、他方の
識別情報が戻進超過操作種別情報との関係で選択できるように識別情報と戻進超過操作種
別情報とを関連付けて保持する機能を有する。このようにして、例えば「ユリシーズ２」
の識別情報が「戻超過操作」を示す戻進超過操作種別情報と関連付けて取得された場合、
ユリシーズ２と関連付けられ、さらに戻超過操作と関連付けられているその前作である「
ユリシーズ１」が関連識別情報として取得される、という具合である。
【００５０】
　また、上記例は一例であって、例えば監督名を識別情報として関連付けられていれば、
当該監督による製作コンテンツを時間順に並べて戻超過操作と進超過操作によって関連付
けが為されていてもよい。
【００５１】
　「出力部」（０７０４）は、取得した関連識別情報を利用して提供情報を構成するとと
もに、構成した提供情報をそのキー識別情報を出力したコンテンツ再生装置に対して出力
する機能を有し、例えばＣＰＵや主メモリ、通信回路、出力プログラムなどによって実現
することができる。具体的に、提供情報は関連識別情報を利用したものであれば特に限定
せず、様々な情報内容のものであって良い。例えば関連識別情報である「タイトル名」そ
のものを提供情報としてコンテンツ再生装置に出力しても良い。そして、コンテンツ再生
装置ではそのタイトル名をディスプレイに表示し、ユーザに関連コンテンツがある旨を通
知する、という具合である。また、提供情報に当該関連識別情報で識別されるコンテンツ
の入手（購入先）ＷｅｂサイトのＵＲＬを含むよう構成し、コンテンツ再生装置に出力す
るよう構成しても良い。なお、そのＵＲＬ情報は、例えば図８に示すテーブルデータの項
目の一つとして関連識別情報に関連付けることで提供情報に含まれるようにすると良い。
あるいは関連識別情報を利用してコンテンツデータそのものを取得し、そのコンテンツデ
ータを提供情報としてコンテンツ再生装置に出力しても良い。
【００５２】
　以上のように本実施例のコンテンツ出力装置は、上記実施例のコンテンツ再生装置で出
力された識別情報に関連する別のコンテンツの識別情報を取得し、それを利用して例えば
関連コンテンツの名称や入手先、あるいはコンテンツそのものを視聴者に提供することが
できる。
【００５３】
　　<処理の流れ>
　図９は、本実施例のコンテンツ出力装置における処理の流れの一例を表すフローチャー
トである。なお、以下に示すステップは、上記のような計算機の各ハードウェア構成によ
って実行されるステップであっても良いし、媒体に記録され計算機を制御するためのプロ
グラムを構成する処理ステップであっても構わない。この図にあるように、まず、上記実
施例のコンテンツ再生装置にて取得可能なコンテンツの識別情報どうしを関連付けた情報
であるコンテンツ関連情報を、ＨＤＤなどで構成される関連情報保持部に保持するため記
録し（ステップＳ０９０１）、図８に示すようなデータベースを構築する。その後、上記
実施例のコンテンツ再生装置から出力された識別情報を取得する（ステップＳ０９０２）
。そしてその取得した識別情報であるキー識別情報を用いて関連情報保持部を検索し、こ
のキー識別情報と関連付けられている識別情報である関連識別情報を取得する（ステップ
Ｓ０９０３）。そして、取得した関連識別情報を利用して提供情報を構成するとともに、
構成した提供情報をそのキー識別情報を出力したコンテンツ再生装置に対して出力する（
ステップＳ０９０４）。
【００５４】
　　<効果の簡単な説明>
　以上のように、本実施例のコンテンツ出力装置によって、上記実施例のコンテンツ再生
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装置で取得された識別情報に関連する別のコンテンツの識別情報を取得し、それを利用し
て例えば関連コンテンツの名称や入手先、あるいはコンテンツそのものを視聴者に提供す
ることができる。
【００５５】
　したがって、上記コンテンツ再生装置とコンテンツ出力装置とからなるコンテンツ再生
システムによって、ある程度量の視聴履歴を利用しなくとも、視聴者は１回のコンテンツ
視聴における「戻超過操作」または「進超過操作」をするとによって、そのコンテンツに
関連する新しい動画の情報を入手することができる。また、例えばコンテンツ終了位置で
の早送り操作入力などが必要となるため、レコメンドされるコンテンツの数が膨大となる
ことも無い。また視聴者は一のコンテンツを再生しそこで上記操作を行うことで、全く知
らない新しいコンテンツに関する情報を入手することができる。
【００５６】
　≪実施例３≫
　　<概要>
　本実施例は、上記のように再生中のコンテンツに対する早送りなどの操作ではなく、コ
ンテンツリストを利用した再生コンテンツの選択操作に応じて、関連コンテンツをレコメ
ンドするための機能を備えることを特徴とするコンテンツ再生装置、コンテンツ出力装置
、およびコンテンツ再生システムである。
【００５７】
　図１０は、本実施例のコンテンツ再生装置を利用したコンテンツレコメンドの一例を説
明するための概念図である。ここで本実施例のコンテンツ再生装置は例えばテレビ番組の
レコーダであって、ある連続ドラマＤを録画している。そして図１０（ａ）に示すように
、再生コンテンツの選択に際しては、その連続ドラマＤの各話を録画順でリスト化したコ
ンテンツリストが表示される。ユーザは、そのコンテンツリスト内の例えばカーソルなど
を移動操作し、再生したいコンテンツを選択する。
【００５８】
　そして、本実施例のコンテンツ再生装置では、例えばリストの一番先頭のコンテンツか
らさらに前のコンテンツを選択するようなカーソルの移動操作が入力された場合に、「視
聴者がこの前の話や前作などをさらに見たがっている」と想定する。すると上記実施例１
のコンテンツ再生装置と同等に、このリストに含まれるコンテンツの識別情報、例えばド
ラマタイトル名や監督名などを取得し、それを検索キーとして関連するコンテンツのタイ
トルを検索する。そして図１０（ｂ）に示すように、検索に合致した例えばドラマＤの前
作のドラマＣに関する情報を表示したりドラマＣそのものを再生したりする、という具合
である。このように本実施例のコンテンツ再生装置においても上記実施例１などと同様に
、あるコンテンツに関連する別のコンテンツの情報を取得したり視聴したりすることがで
きる。
【００５９】
　　<機能的構成>
　図１１は、本実施例のコンテンツ再生装置における機能ブロックの一例を表す図である
。この図にあるように、本実施例の「コンテンツ再生装置」（１１００）は、「コンテン
ツ取得部」（１１０１）と、「コンテンツリスト生成部」（１１０２）と、「選択移動操
作受付部」（１１０３）と、「前超過移動操作判断部」（１１０４）と、「後超過移動操
作判断部」（１１０５）と、「第二識別情報出力部」（１１０６）と、からなる。
【００６０】
　「コンテンツ取得部」（１１０１）は、再生すべきコンテンツを取得する機能を有し、
詳細な説明は、上記実施例１の同名の構成要件と同様であるので省略する。
【００６１】
　「コンテンツリスト生成部」（１１０２）は、コンテンツリストを生成する機能を有し
、例えばＣＰＵや主メモリ、コンテンツリスト生成プログラムなどによって実現すること
ができる。「コンテンツリスト」とは、所定の条件に基づいてまとめられた複数のコンテ
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ンツを時間順に並べたリストをいう。またコンテンツをまとめるための「所定の条件」に
ついては特別限定しないが、コンテンツリストのコンテンツに関連する別コンテンツの情
報を提供するという本実施例の作用を考えると、例えば同一シリーズや同一ジャンル、同
一監督や主演俳優、同一作者など、別コンテンツを検索する際のコンテンツ識別情報を所
定の条件とすると良い。また、「時間順に並べる」際の基準となる時間は各種設定可能で
あって、例えば録画時間や取得時間を基準として並べても良いし、コンテンツの製作時間
（年月日）を外部情報やコンテンツのタグ情報などから取得できるのであれば、その製作
時間順に並べても良い。
【００６２】
　そして、本実施例では、このように生成されたコンテンツリストに対する選択カーソル
などの移動操作が、例えば「視聴者がこの前の話や前作などをさらに見たがっている」と
想定されるような操作であるか判断する点を特徴とする。
【００６３】
　「選択移動操作受付部」（１１０３）は、コンテンツリスト内のコンテンツを選択する
ためのカーソルなどの移動操作を受付ける機能を有し、例えばＣＰＵや主メモリ、リモコ
ン装置や操作パネル、あるいはマウスやキーボードなどのユーザ入力デバイス、選択移動
操作受付プログラムなどによって実現することができる。なお「カーソル」とは、コンテ
ンツリスト内で選択候補となったコンテンツを示す表示アイテムをいい、例えば矢印カー
ソルや枠カーソルなどのほか、コンテンツのサムネイルを明滅させる視覚効果で選択候補
のコンテンツを示すＧＵＩ（グラフィカル・ユーザインターフェース）などであれば、そ
の明滅サムネイルもカーソルに含まれる。そして、この選択移動操作受付部では、このよ
うなカーソルのコンテンツリスト内での移動操作を受付ける、という具合である。
【００６４】
　「前超過移動操作判断部」（１１０４）は、選択移動操作受付部にて受付けた操作が、
前超過移動操作であるか判断する機能を有し、例えばＣＰＵや主メモリ、前超過移動操作
判断プログラムなどによって実現することができる。また、「前超過移動操作」とは、コ
ンテンツリストの先頭のコンテンツよりも前のコンテンツに移動しようとする操作をいう
。具体的には、図１２（ａ）に示すように、例えばコンテンツリストが縦方向にコンテン
ツ名を並べるリストで、時間が古いものから昇順で並べられたものであれば、リストの1
番上の先頭にあるコンテンツ名にカーソルがある状態で、さらにカーソルの上移動を示す
操作が挙げられる。また図１２（ｂ）に示すように、コンテンツリストが格子状リストで
、格子の左上から時間の古い順に配置したリストであれば、一番左上のコンテンツにカー
ソルがある状態で、さらにカーソルの左移動や上移動を示す操作が挙げられる。
【００６５】
　なお通常のコンテンツリストでは、上記のような操作を受付けた場合カーソルがループ
して一番下（最後）のコンテンツ名にカーソルが合わせられる操作となることが多い。そ
こで、本実施例のコンテンツ再生装置では、これらの操作モードをユーザの切換操作によ
って切換えるよう構成すると良い。
【００６６】
　「後超過移動操作判断部」（１１０５）は、後超過移動操作であるか判断する機能を有
し、例えばＣＰＵや主メモリ、後超過移動操作判断プログラムなどによって実現すること
ができる。また「後超過移動操作」とは、選択移動操作受付部にて受付けた操作が、コン
テンツリストの最後のコンテンツよりも後ろのコンテンツに移動しようとする操作をいう
。具体的には、上記前超過移動操作とは逆に、図１２（ａ）のコンテンツリストの一番下
のコンテンツ名にカーソルがある状態で、さらにカーソルの下移動を示す操作や、図１２
（ｂ）のコンテンツリストの一番右下のコンテンツにカーソルがある状態で、さらにカー
ソルの右移動や下移動を示す操作が挙げられる。
【００６７】
　そして、本実施例のコンテンツ再生装置では、コンテンツリスト内でのこのようなカー
ソル移動操作の入力に対して、視聴者が例えばコンテンツリスト内のコンテンツのさらに
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前や後、つまり当該コンテンツの前作や続編などの再生を視聴者が希望しているものと想
定し、それを検索するためのコンテンツ識別情報を取得することを特徴とする。
【００６８】
　「第二識別情報出力部」（１１０６）は、超過移動操作判断部での判断結果が超過移動
操作であるとの判断結果である場合には、提供情報の構成に利用する検索キーとして利用
するために再生中のコンテンツの識別情報を出力する機能を有し、例えばＣＰＵや主メモ
リ、第二識別情報出力プログラムなどによって実現することができる。なお「提供情報」
とは、上記実施例１で記載済みであるのでその説明は省略する。
【００６９】
　また、ここで視聴者に情報提供されるコンテンツの検索キーとなる「識別情報」も上記
実施例１で記載済みであるのでその説明は省略する。ただし、前述のように操作対象とな
ったコンテンツリストが例えば「同一シリーズ作品」でコンテンツをまとめたリストであ
れば、そこで取得されるコンテンツ識別情報は、そのシリーズを識別する情報であること
が好ましい。
【００７０】
　また本実施例のコンテンツ再生装置においても、上記実施例１で記載したように、前超
過移動操作と後超過移動操作を区別せず、これら操作入力がなされた際に識別情報を出力
しても良いし、両操作を区別して、例えば前超過移動操作であれば当該コンテンツの前作
など時間的に前に製作されたコンテンツが検索され、後超過移動操作であれば当該コンテ
ンツの次回作など時間的に後に製作されたコンテンツが検索されるよう構成しても良い。
【００７１】
　具体的には、この第二識別情報出力部が、図示しない「第二種別付識別情報出力手段」
を有すると良い。そして、この「第二種別付識別情報出力手段」は、超過移動操作判断部
での判断結果が超過移動操作であると判断された場合に、その超過移動操作が前超過移動
操作であるか、後超過操作であるかを示す前後超過移動操作種別情報と、その超過移動操
作に応じて識別情報取得部から出力する識別情報と、を関連付けて出力する、という具合
である。
【００７２】
　以上のように、本実施例のコンテンツ再生装置も上記実施例１と同様に、コンテンツリ
ストに対するカーソルの前超過移動操作や後超過移動操作に応じて、関連するコンテンツ
を検索するためのコンテンツ識別情報を出力することができる、という具合である。
【００７３】
　そしてそのコンテンツ識別情報を、実施例２で説明したようなコンテンツ出力装置に出
力することで、コンテンツリスト内のコンテンツの前作や続編など関連する別のコンテン
ツの識別情報である関連コンテンツ識別情報を取得し、当該コンテンツの入手や再生など
を容易に行うことができる、という具合である。なお、このコンテンツ出力装置や、コン
テンツ再生装置とコンテンツ出力装置とからなるコンテンツ再生システムについては、基
本的な構成や処理など上記実施例２で記載したものと同様であるのでその説明は省略する
。
【００７４】
　　<処理の流れ>
　図１３は、本実施例のコンテンツ再生装置における処理の流れの一例を表すフローチャ
ートである。なお、以下に示すステップは、上記のような計算機の各ハードウェア構成に
よって実行されるステップであっても良いし、媒体に記録され計算機を制御するためのプ
ログラムを構成する処理ステップであっても構わない。この図にあるように、まず、再生
すべきコンテンツを取得し（ステップＳ１３０１）、所定の条件に基づいてまとめられた
複数のコンテンツを時間順に並べたコンテンツリストを生成する（ステップＳ１３０２）
。そして生成したコンテンツリストをディスプレイに表示するなどして、コンテンツリス
ト内のコンテンツを選択するためのカーソルなどの移動操作を受付ける（ステップＳ１３
０３）と、その受付けた操作が前超過移動操作であるか判断する（ステップＳ１３０４）
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。そしてステップＳ１３０４またはＳ１３０５での判断結果が超過移動操作であるとの判
断結果である場合には、視聴者に対して提供すべき情報である提供情報の構成に利用する
検索キーとして利用するために再生中のコンテンツの識別情報を出力する（ステップＳ１
３０６）。そして、取得した識別情報を含む検索リクエストを実行し、その検索のレスポ
ンスとして返信され取得した別のコンテンツの情報を表示したり別のコンテンツそのもの
を再生したりする。
　なお実施例１と同様に、ステップＳ１３０６で出力される識別情報の取得タイミングに
ついては特に限定しない。例えばステップＳ１３０２でのコンテンツリスト生成時にその
リストに関連するコンテンツの識別情報を取得しても良いし、ステップＳ１３０４やＳ１
３０５での判断結果に応じてその識別情報を取得しても良い。
【００７５】
　　<効果の簡単な説明>
　以上のように本実施例のコンテンツ再生装置やコンテンツ再生システムのよって、コン
テンツリストを利用した再生コンテンツの選択操作に応じて関連する別のコンテンツの情
報をユーザに提示したり、別コンテンツそのものを再生したりすることができる。
【符号の説明】
【００７６】
　０２００　コンテンツ再生装置
　０２０１　コンテンツ取得部
　０２０２　再生部
　０２０３　特殊再生操作受付部
　０２０４　戻超過操作判断部
　０２０５　進超過操作判断部
　０２０６　識別情報出力部
　０７００　コンテンツ出力装置
　０７０１　関連情報保持部
　０７０２　出力識別情報取得部
　０７０３　関連識別情報取得部
　０７０４　出力部
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